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ＪＩＬＰＴ調査　従業員の発明に対する処遇についての調査 

半数近くが報奨金引上げ 
　近年の職務発明の対価をめぐる訴訟では、オリンパス光学工業事件の最高裁判決以降、「相当の対価」の差額請求をめぐる判決が相次ぎ、青色
ＬＥＤ事件では200億円の対価を認容する日亜化学工業の終局判決も出ている（この対価はその後、東京高裁における和解によって、6億円に縮
減）。これらを背景として、特許法35条が改正された（2005年4月施行）。労働政策研究・研修機構調査部では、職務発明にかかわる従業員への処
遇や、改正特許法への企業の対応などを明らかにするため、「従業員の発明に対する処遇についての調査」（BLA調査）を実施した。 
　なお、当機構では、特許法改正以前、02年8月に同種の調査（「従業員の発明に対する処遇について」）を実施している（１）（以下では、これを
「前回調査」、今回実施した調査を「今回調査」と略す）。今回調査の設問では、処遇面の設問等で両調査を比較できるよう設問を設計した（な
お、両調査は、回収率に差があることや調査方法に違いがあること、パネル調査でないことに留意）。 

  

１
．改
正
特
許
法
と
企
業
の
対
応 

　
改
正
特
許
法
の
ポ
イ
ン
ト 

 

調
査
結
果
を
紹
介
す
る
前
に
、
簡
単
に
特

許
法
改
正
の
経
緯
と
改
正
内
容
の
ポ
イ
ン
ト

を
整
理
し
よ
う
（
以
下
で
は
、
改
正
前
の
特

許
法
を
「
旧
法
」、
改
正
特
許
法
を
「
改
正

法
」
と
略
す
。
図
表
１
参
照
）。 

　
旧
法
三
五
条
の
枠
組
み
は
、
特
許
を
受
け

る
権
利
は
原
始
的
に
従
業
者
に
帰
属
し
、
企

業
は
無
償
で
通
常
実
施
権
を
有
し
（
旧
法
三

五
条
一
項
）、
勤
務
規
則
等
に
よ
る
予
約
承

継（
２
）な
ど
は
可
能
（
同
二
項
の
反
対
解
釈
）

と
規
定
す
る
代
わ
り
に
、
従
業
者
は
「
相
当

の
対
価
」
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
（
同

三
項
）。
そ
し
て
、
「
相
当
の
対
価
」
に
関

し
て
は
、
同
四
項
で
使
用
者
の
受
け
る
べ
き

利
益
お
よ
び
貢
献
度
を
考
慮
す
る
と
い
う
構

造
で
あ
る（
３
）。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
職
務
発
明
の
対

価
に
か
か
わ
る
訴
訟
の
頻
発
を
背
景
と
し
て
、

事
態
は
大
き
く
変
わ
る
。
と
く
に
オ
リ
ン
パ

ス
光
学
工
業
事
件
の
最
高
裁
判
決（
４
）で
は
、

使
用
者
等
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
勤
務
規
則

そ
の
他
の
定
め
に
よ
り
、
職
務
発
明
に
つ
い

て
特
許
を
受
け
る
権
利
が
使
用
者
等
に
承
継

さ
れ
た
場
合
で
、
勤
務
規
則
等
に
対
価
に
つ

い
て
の
定
め
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
対

価
が
支
払
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
従
業
者

等
は
「
相
当
の
対
価
」
の
支
払
を
受
け
る
権

利
を
有
し
、
か
つ
「
相
当
の
対
価
」
は
、
旧

法
三
五
条
四
項
に
よ
り
客
観
的
に
特
定
さ
れ

る
べ
き
金
額
を
意
味
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た（
５
）。
こ
の
最
高
裁
判
決
以
降
、
同

旨
裁
判
例
が
続
々
と
出
て
、
日
亜
化
学
工
業

事
件
の
東
京
地
裁
終
局
判
決
に
至
る
。 

　
こ
れ
ら
の
一
連
の
裁
判
例
の
中
で
、
産
業

　
調
査
方
法
は
、
郵
送
に
よ
る
調
査
票
の
配
布
・

回
収
で
あ
る
。
調
査
期
間
は
、
〇
五
年
一
一

月
二
五
日
〜
一
二
月
一
四
日
。
調
査
対
象
は
、

上
場
企
業
全
数
（
一
部
上
場
、
二
部
上
場
、

地
方
上
場
、
ジ
ャ
ス
ダ
ッ
ク
、
マ
ザ
ー
ズ
、

ヘ
ラ
ク
レ
ス
等
上
場
）
三
七
八
三
社
を
対
象

と
し
た
。 

　
有
効
回
収
数
は
六
一
〇
社
（
有
効
回
収
率
、

一
六
・
二
％
）
で
あ
る
。
回
答
企
業
の
属
性
は
、

従
業
員
規
模
で
、
三
〇
〇
人
未
満
が
三
〇
・

二
％
、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人
が
三
二
・
三
％
、

一
〇
〇
〇
〜
四
九
九
九
人
が
三
七
・
〇
％
。

製
造
業
・
非
製
造
業
で
み
る
と
、
製
造
業
が

五
八
・
一
％
、
非
製
造
業
が
三
九
・
九
％
で

あ
る
。 
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構
造
審
議
会
知
的
財
産
制
度
部
会
特
許
制
度

小
委
員
会
で
は
〇
二
年
九
月
以
降
、
職
務
発

明
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
審
議
が
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
同
小
委
員
会
は
〇
三
年
一

二
月
に
報
告
書（
６
）を
発
表
。
そ
れ
を
受
け

て
、
「
特
許
審
査
の
迅
速
化
等
の
た
め
の
特

許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
第

一
五
九
回
国
会
に
提
出
さ
れ
、
〇
四
年
五
月

に
可
決
成
立
し
、
同
年
六
月
四
日
に
公
布
さ

れ
る
。 

　
で
は
、
特
許
法
三
五
条
は
ど
の
よ
う
に
改

正
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か（
図
表
１
）。
ま
ず
三

項
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
「
相
当
の
対
価
」

規
制
と
い
う
概
念
は
維
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

新
四
項
を
設
け
、
こ
の
「
相
当

の
対
価
」
に
、
前
項
の
対
価
に

つ
い
て
定
め
る
場
合
に
は
、
「
対

価
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
の

策
定
に
際
し
て
使
用
者
等
と
従

業
者
等
と
の
間
で
行
わ
れ
る
協

議
の
状
況
」、「
策
定
さ
れ
た
当

該
基
準
の
開
示
の
状
況
」、「
対

価
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
行
わ

れ
る
従
業
者
等
か
ら
の
意
見
の

聴
取
の
状
況
等
」
を
考
慮
し
て
、

不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う

か
を
ま
ず
審
査
す
る
と
し
て
い

る
。
次
い
で
、
新
五
項
で
、
前

項
の
対
価
に
つ
い
て
の
定
め
が

な
い
場
合
、
ま
た
は
そ
の
定
め

た
と
こ
ろ
に
よ
り
対
価
を
支
払

う
こ
と
が
不
合
理
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
考
慮
要
素
に
従

っ
て
実
体
的
に
判
断
す
る
と
い

う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。 

　
す
な
わ
ち
、
使
用
者
等
に
対

す
る
予
約
承
継
の
認
容
と
従
業

者
等
の
「
相
当
の
対
価
」
の
請

求
権
の
保
障
と
い
う
基
本
構
造
に
変
わ
り
は

な
い
が
、
「
相
当
の
対
価
」
の
決
定
方
法
に

つ
い
て
は
、
そ
の
方
途
を
拡
大
し
た
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の

定
め
に
お
い
て
、
従
業
者
等
が
支
払
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
対
価
に
つ
い
て
定
め
た
場

合
に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
定
め
た
と
こ
ろ

に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
対
価
を
「
相
当
の
対

価
」
と
し
て
認
め
、
使
用
者
等
は
そ
の
対
価

を
支
払
う
こ
と
で
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る（
７
）。 

　
し
た
が
っ
て
、
改
正
法
は
、
「
相
当
の
対

価
」（
新
三
項
）
に
関
し
て
、
手
続
重
視
の
審

査
を
先
行
さ
せ（
新
四
項
）、
そ
れ
を
ク
リ
ア

し
な
い
場
合
に
の
み
例
外
的
に
実
体
的
審
査

（
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
対
価
額
の

審
査
）
を
行
う（
新
五
項
）構
成
を
と
っ
て
い

る（
８
）。 

　
以
下
で
は
、
改
正
特
許
法
の
ポ
イ
ン
ト
と

も
言
え
る
手
続
重
視
の
法
規
制（
９
）に
注
目

し
、
従
業
員
の
処
遇
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ

せ
、
改
正
法
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
つ
つ
あ

る
か
を
紹
介
す
る
（
な
お
、
特
許
庁
は
、
Ｑ

＆
Ａ
形
式
に
よ
る
「
新
職
務
発
明
制
度
に
お

け
る
手
続
き
事
例
集
」
を
改
正
特
許
法
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
作
成
し
て
い
る
。
以
下
、

「
事
例
集
」
と
略
し
引
用
す
る
）。 

  

 

改
正
法
、
企
業
の
６
割
が
認
知 

 

ま
ず
、
特
許
法
三
五
条
の
改
正
内
容
に
つ

い
て
の
企
業
の
認
知
度
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

改
正
内
容
を
「
詳
し
く
知
っ
て
い
る
」
が
三

七
・
八
％
で
あ
り
、
「
だ
い
た
い
知
っ
て
い

る
」
の
二
五
・
九
％
を
加
え
る
と
、
六
三
・

七
％
が
知
っ
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
こ

れ
を
研
究
員
等（
１０
）の
人
数
規
模
別
に
み
る

と
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
「
詳
し
く
知

っ
て
い
る
」
と
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い

る
。
と
く
に
五
〇
人
以
上
で
は
九
割
以
上
の

企
業
が
知
っ
て
い
る
（
「
詳
し
く
知
っ
て
い

る
」
「
だ
い
た
い
知
っ
て
い
る
」
の
合
計
）

と
し
て
い
る
。
研
究
員
等
の
人
数
が
増
え
る

ほ
ど
企
業
の
認
知
度
は
高
ま
る
と
言
え
よ
う

（
図
表
２
）。 

　
改
正
特
許
法
を
踏
ま
え
た
取
り
組
み
状
況

に
つ
い
て
は
、
職
務
発
明
が
あ
り
え
な
い
と

し
た
企
業
を
除
く
回
答
企
業
（
す
な
わ
ち
、

「
職
務
発
明
が
あ
り
う
る
企
業
」
）
で
み
る

と
、
五
二
・
〇
％
が
何
ら
か
の
取
り
組
み
を

実
施
し
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
何
ら
か

の
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
る
割
合
は
、
研

究
員
等
の
人
数
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
高
く
な

る
傾
向
に
あ
る（
図
表
３
）。 

  

２
．従
業
員
の
処
遇 

　
七
割
の
企
業
が
実
績
補
償
を
実
施 

 

報
奨
金
（
１１
）の
規
定
に
つ
い
て
、特
許
等（
１２
）

を
取
得
し
た
こ
と
が
あ
る
企
業
に
限
っ
て
み

る
と
、
「
明
文
の
規
定
が
あ
る
」
と
す
る
企

業
割
合
は
、
今
回
調
査
で
八
四
・
六
％
と
な

っ
て
い
る
。
前
回
調
査
（
八
一
・
七
％
）
と

比
較
す
る
と
わ
ず
か
に
高
く
な
っ
て
い
る

（
図
表
４
）。
改
正
法
三
五
条
四
項
に
は
、

「
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
お
い

て
前
項
（
三
項
）
の
対
価
に
つ
い
て
定
め
る

場
合
」
と
あ
る
が
、
特
許
等
を
取
得
し
た
経
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る
企
業
で
は
、
発
明
の
対
価
で
あ
る
報
奨
金

の
規
定
を
約
八
割
が
明
文
化
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。 

　
次
に
、
「
明
文
の
規
定
が
あ
る
」
と
回
答

し
た
企
業
に
規
定
の
性
質
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
（
就
業
規
則
と
は
別
の
）
使
用
者
が
定
め

る
規
則
」
が
七
九
・
九
％
と
大
半
を
占
め
て

い
る
。
「
労
働
協
約
」
は
〇
・
八
％
、
「
労

働
契
約
」
は
〇
・
五
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。 

　
報
奨
金
に
つ
い
て
「
明
文
の
規
定
」
ま
た

は
「
慣
行
」
が
あ
る
と
す
る
企
業
（
以
下
、

「
報
奨
金
を
支
給
し
て
い
る
企
業
」
と
略
す
）

に
対
し
て
、
報
奨
金
を
支
払
う
時
点
を
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
「
特
許
等
の
出
願
時
（
外
国
出

願
を
含
む
）
」
に
支
給
し
て
い
る
と
す
る
企

業
が
八
七
・
五
％
と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い

で
、
「
特
許
等
の
登
録
時
」
が
八
一
・
八
％
、

「
自
社
実
施
時
（
今
後
の
実
施
を
見
込
ん
で

支
給
す
る
場
合
を
含
む
）
」
が
七
三
・
三
％
、

「
他
社
へ
の
実
施
許
諾
（
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
）
・

権
利
譲
渡
時
」
が
五
七
・
五
％
と
な
っ
て
い

る
。 

　
な
お
、
「
自
社
実
施
時
」
ま
た
は
「
他
社

へ
の
実
施
許
諾
時
」
の
い
ず
れ
か
一
方
ま
た

は
両
方
の
時
点
で
支
給
を
行
っ
て
い
る
企
業

（
い
わ
ゆ
る
「
実
績
補
償
」
を
行
っ
て
い
る

企
業
）
は
七
六
・
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
前

回
調
査(

六
六
・
七
％)

と
比
較
す
る
と
、
一

〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
高
い（
図
表
５
）。 

　
報
奨
金
を
支
給
し
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
、

支
給
す
る
時
点
別
に
報
奨
金
額
の
決
定
方
法

を
み
る
と
、
「
特
許
出
願
時
」
と
「
特
許
登

録
時
」
で
は
、
八
割
の
企
業
が
一
律
定
額
を

採
用
し
て
い
る
。
他
方
、
「
自
社
実
施
時
」

と
「
他
社
へ
の
実
施
許
諾
・
権
利
譲
渡
時
」

に
つ
い
て
は
、
九
割
の
企
業
が
何
ら
か
の
評

価
に
基
づ
き
金
額
を
決
定
し
て
い
る
（
「
評

価
に
基
づ
い
て
決
定
」
「
評
価
に
基
づ
き
決

定
（
上
限
な
し
）
」
の
合
計
）。 

　
と
く
に
、
「
自
社
実
施
時
」
に
支
給
し
て

い
る
企
業
で
は
、
報
奨
金
に
「
上
限
な
し
」

と
す
る
企
業
が
五
三
・
二
％
あ
り
、
「
他
社

へ
の
実
施
許
諾
・
権
利
譲
渡
時
」
で
は
「
上

限
な
し
」
は
六
三
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
６
）。 

　
職
務
発
明
の
場
合
、
例
え
ば
、
青
色
発
光

ダ
イ
オ
ー
ド
を
発
明
し
た
中
村
修
二
氏
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
当
初
予
想
も
し
な
い
よ
う

な
画
期
的
な
発
明
が
あ
り
う
る
。
仮
に
、
報

奨
金
を
評
価
に
基
づ
き
支
払
う
場
合
で
も
上

限
が
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
画
期
的
発
明
に

見
合
っ
た
報
奨
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
事
前
の
制
度
設
計
を
上
回
る

よ
う
な
発
明
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
を
踏
ま

え
る
と
、
当
初
の
勤
務
規
則
や
契
約
が
そ
う

し
た
画
期
的
発
明
を
予
定
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
、
新
五
項
に
い
う
「
対
価
に
つ
い
て
の

定
め
が
な
い
場
合
」
に
該
当
す
る
。
画
期
的

発
明
を
予
定
し
た
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
、

そ
の
定
め
方
が
手
続
面
中
心
に
判
断
し
て
不

合
理
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
「
定
め
た
と
こ
ろ

に
よ
り
対
価
を
支
払
う
こ
と
が
不
合
理
と
認

め
ら
れ
る
場
合
」
に
該
当
し
て
、
新
五
項
に

よ
る
審
査
に
移
行
す
る
と
の
解
釈
が
あ
る
。

報
奨
金
の
上
限
廃
止
は
、
発
明
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
向
上
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
画
期
的

発
明
に
対
応
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う（
１３
）。 

   

四
割
の
企
業
が
報
奨
金
制
度
に
問
題
あ
り 

 

報
奨
金
を
支
給
し
て
い
る
企
業
に
、
報
奨

金
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
従
業
員
の
発
明
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
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高
め
る
」
を
あ
げ
る
企
業
が
九
一
・
三
％
と

も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
「
発
明
等
の
対
価
」

を
七
三
・
八
％
、
「
発
明
者
等
の
努
力
に
報

い
る
」
が
六
一
・
三
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
「
優
秀
な
技
術
者
の
確
保
（
採
用
・

引
き
と
め
）
策
」
は
三
一
・
三
％
で
あ
り
、

前
回
調
査
よ
り
、
一
七
・
三
ポ
イ
ン
ト
高
い

（
図
表
７
）。 

　
報
奨
金
を
支
給
し
て
い
る
企
業
に
、
報
奨

金
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

五
三
・
〇
％
が
「
特
に
問
題
点
は
な
い
」
と

す
る
一
方
で
、
四
四
・
五
％
の
企
業
が
「
問

題
点
が
あ
る
」
と
回
答
し
た
（
前
回
調
査
に

比
べ
、
「
問
題
点
が
あ
る
」
と
す
る
割
合
は

一
二
・
八
ポ
イ
ン
ト
低
下
）。 

　
次
に
、
「
問
題
点
が
あ
る
」
と
し
て
い
る

企
業
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
「
報
奨
金
額
の
決
定
が
困
難
」
が

五
三
・
四
％
と
も
っ
と
も
多
い
。
次
い

で
、
「
発
明
等
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に

な
っ
て
い
な
い
」
「
発
明
者
等
以
外
の

社
員
が
不
公
平
感
を
も
っ
て
い
る
」
が

そ
れ
ぞ
れ
二
九
・
八
％
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。 

　
前
回
調
査
と
比
較
す
る
と
、
「
報
奨

金
額
の
決
定
が
困
難
」
が
三
六
・
七
％

か
ら
五
三
・
四
％
へ
と
一
六
・
七
ポ
イ

ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、
報
奨
金
額
の
決

定
が
依
然
と
し
て
難
し
い
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
し
か
し
、
「
発
明
等
の
対
価

に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
」

が
四
六
・
七
％
か
ら
二
二
・
五
％
へ
、

「
発
明
等
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
っ

て
い
な
い
」
が
四
一
・
一
％
か
ら
二
九
・

八
％
へ
、
「
発
明
者
等
が
不
満
を
も
っ

て
い
る
」
が
三
六
・
七
％
か
ら
一
六
・

九
％
へ
と
低
下
し
て
お
り
、
発
明
者
本

人
へ
の
対
応
で
は
か
な
り
改
善
が
な
さ

れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一

方
で
、
「
発
明
者
等
以
外
の
社
員
が
不
公
平

感
を
も
っ
て
い
る
」
が
二
一
・
一
％
か
ら
二

九
・
八
％
へ
と
上
昇
し
て
お
り
、
従
業
員
処

遇
の
バ
ラ
ン
ス
を
気
に
し
て
い
る
状
況
が
う

か
が
え
る（
図
表
８
）。 

  

四
割
の
企
業
が
報
奨
金
の
支
給
額
引
上
げ 

 

従
業
員
発
明
に
対
す
る
処
遇
を
最
近
五
年

間
で
変
更
し
た
か
ど
う
か
、
該
当
従
業
員
の

い
な
い
企
業
を
除
い
て
み
る
と
、
「
発
明
等

の
対
価
の
見
直
し
の
観
点
か
ら
報
奨
金
の
支

給
額
引
上
げ
等
制
度
を
充
実
」（
四
四
・
〇
％
）、

「
発
明
等
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る

観
点
か
ら
報
奨
金
の
支
給
額
引
上
げ
等
制
度

を
充
実
」（
四
二
・
〇
％
）
が
上
位
を
占
め
る
。 

　
前
回
調
査
と
比
較
す
る
と
、
前
回
調
査
で

は
最
近
五
年
間
で
「
特
に
変
更
は
な
い
」
が

五
七
・
四
％
と
も
っ
と
も
多
か
っ
た
が
、
今

回
調
査
で
は
そ
の
割
合
は
九
・
七
％
で
あ
り
、

近
年
（
こ
こ
三
年
あ
ま
り
）
の
職
務
発
明
に

係
る
制
度
変
更
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る（
図
表
９
）。 

  

３
．対
価
決
定
基
準
の
策
定
と 

　
　 

意
見
聴
取 

　
四
割
の
企
業
が
協
議
を
実
施 

 

先
述
の
と
お
り
改
正
特
許
法
三
五
条
四
項

で
は
、
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の
定
め
に

お
い
て
相
当
の
対
価
を
定
め
る
場
合
に
、
「
基

準
の
協
議
の
状
況
」
「
基
準
の
開
示
の
状
況
」

「
従
業
者
等
か
ら
の
意
見
の
聴
取
の
状
況
等
」

を
考
慮
し
て
、
「
そ
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ

り
支
払
う
こ
と
が
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も

の
」
で
は
な
い
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。 

　
つ
ま
り
、
不
合
理
性
の
判
断
に
は
、
「
基

準
の
協
議
の
状
況
」
「
基
準
の
開
示
の
状
況
」

「
従
業
者
等
か
ら
の
意
見
の
聴
取
の
状
況
」

な
ど
の
手
続
き
面
の
要
素
が
重
視
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
「
協
議
」

「
開
示
」
「
聴
取
」
は
あ
く
ま
で
例
示
で
あ

る
。
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断

は
、
総
合
的
な
評
価
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

各
手
続
き
が
必
ず
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
も
の
で
な
い
こ
と
に
留
意
が
い
る（
１４
）。

以
下
で
は
、
こ
の
手
続
面
で
の
企
業
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。 

　
ま
ず
、
職
務
発
明
の
対
価
を
決
定
す
る
た

め
の
基
準
（
対
価
決
定
基
準
）
を
策
定
す
る

場
合
に
、
職
務
発
明
に
か
か
わ
る
従
業
員
と

何
ら
か
の
協
議
（
話
し
合
い
）
を
し
て
い
る

か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
該
当
従
業
員
の
い
な
い

企
業
を
除
い
た
回
答
企
業
（
以
下
の
分
析
で

は
、
本
設
問
で
の
「
該
当
す
る
従
業
員
は
い

な
い
」
を
除
い
た
「
職
務
発
明
が
あ
り
う
る

企
業
」
に
つ
い
て
集
計
）
で
、
協
議
し
て
い

る
企
業
が
四
二
・
五
％
だ
っ
た
。
「
今
ま
で

は
協
議
を
し
て
い
な
い
が
、
今
後
、
協
議
を

す
る
方
向
で
検
討
中
」
は
二
八
・
六
％
と
な

っ
て
お
り
、
両
者
を
あ
わ
せ
る
と
七
一
・
一

％
が
基
準
策
定
の
た
め
の
協
議
に
前
向
き
の

姿
勢
を
示
し
て
い
る
。 

　
こ
れ
を
研
究
員
等
の
人
数
規
模
別
に
み
る

と
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
「
協
議
し
て

い
る
」
と
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
図

表
１０
）。「
協
議
し
て
い
る
」
と
「
今
ま
で
は

協
議
を
し
て
い
な
い
が
、
今
後
、
協
議
を
す

る
方
向
で
検
討
中
」
を
合
計
す
る
と
、
研
究

員
等
の
人
数
規
模
が
五
〇
人
以
上
で
八
割
以

上
の
企
業
が
協
議
に
前
向
き
で
あ
る
。 

　
次
に
、
対
価
決
定
基
準
策
定
の
際
に
「
協

議
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
企
業
に
対
し
て
、

そ
の
協
議
方
法
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
従
業 
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員
を
一
堂
に
集
め
て
話
し
合
い
を
行
っ
て
い

る
」
と
の
回
答
が
も
っ
と
も
多
く
四
四
・
四

％
、
次
い
で
、
「
労
働
組
合
と
協
議
し
て
い

る
」
が
三
六
・
九
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
「
そ
の
他
」
が
二
五
・
七
％
（
四
八

社
）
あ
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
四
八
社
中
三

七
社
が
「
社
内
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
で
草
案
を

掲
示
し
、
意
見
を
求
め
た
」
な
ど
、
社
内
イ

ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
協
議
方
法
で
あ
っ

た（
１５
）（
図
表
１１
）。 

   

九
割
弱
が
開
示
で
イ
ン
ト
ラ
を
利
用 

 

対
価
決
定
基
準
の
策
定
の
際
に
「
協
議
し

て
い
る
」
と
回
答
し
た
企
業
に
対
し
て
、
決

定
さ
れ
た
基
準
の
開
示
に
つ
い
て
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
「
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
な
ど

パ
ソ
コ
ン
で
い
つ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
い
る
」
と
の
回
答
が
も
っ
と
も

多
く
、
八
八
・
二
％
を
占
め
た
。
次
い

で
、
「
対
象
の
従
業
員
に
対
し
て
適
宜

説
明
会
を
開
催
し
て
い
る
」
が
三
八
・

〇
％
、
「
入
社
時
に
説
明
し
て
い
る
」

が
三
六
・
九
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

「
特
に
周
知
を
し
て
い
な
い
」
の
は
〇
・

五
％
だ
っ
た（
図
表
１２
）。 

　
な
お
、
今
回
の
調
査
で
は
、
「
入
社

時
に
説
明
し
て
い
る
」
の
は
、
三
六
・

九
％
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
事
例
集
に
よ

れ
ば
、
新
入
社
員
に
つ
い
て
は
、
協
議

を
経
て
対
価
決
定
基
準
が
策
定
さ
れ
た

場
合
、
そ
の
後
に
入
社
し
た
従
業
者
に

つ
い
て
は
、
協
議
が
行
わ
れ
て
い
な
い

と
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
開
示
の

状
況
と
し
て
、
当
該
職
務
発
明
に
係
る

権
利
の
承
継
時
ま
で
に
当
該
基
準
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を

周
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
例
え
ば
、
入
社
前
に
基
準
の
提

示
が
行
わ
れ
て
お
り
、
当
該
新
入
社
員
は
当

該
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
し
て
入

社
し
た
と
評
価
で
き
る
場
合
に
も
、
よ
り
不

合
理
性
は
否
定
さ
れ
る
方
向
に
働
く
と
し
て

い
る（
事
例
集
三
一
頁
）（
１６
）。 

 

　
　
　
　 

 

意
見
聴
取
実
施
企
業
は
約
三
割 

 

実
際
に
職
務
発
明
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、

発
明
等
に
対
し
て
支
払
う
対
価
の
額
に
つ
い

て
、
対
象
従
業
員
か
ら
の
意
見
聴
取
の
有
無

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
何
ら
か
の
形
で
意
見

聴
取
を
し
て
い
る
」
と
す
る
企
業
は
三
四
・

八
％
だ
っ
た
。
こ
れ
を
研
究
員
等
の
人
数
規

模
別
に
み
る
と
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど

「
何
ら
か
の
形
で
意
見
聴
取
を
し
て
い
る
」

と
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る（
図
表
１３
）。 

　
次
に
、
「
何
ら
か
の
形
で
意
見
聴
取
を
し

て
い
る
」
と
回
答
し
た
企
業
に
対
し
て
、
そ

の
意
見
聴
取
の
方
法
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
基

準
等
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
対
価
の
額
に
つ
い

て
一
定
期
間
、
意
見
を
受
け
付
け
る
」
と
の

回
答
が
も
っ
と
も
多
く
五
七
・
五
％
、
次
い

で
、
「
発
明
等
を
し
た
従
業
員
の
一
人
一
人

か
ら
個
別
に
意
見
聴
取
し
て
い
る
」
が
三
〇
・

七
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る（
図
表
１４
）。 

 

　
　
　
　 

 

半
数
弱
が
社
内
苦
情
処
理
制
度
を
整
備 

 

職
務
発
明
に
係
る
従
業
員
か
ら
の
異
議
申

し
立
て
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
に
社
内
に
苦

情
処
理
の
仕
組
み
（
発
明
委
員
会
や
知
的
財

産
部
に
よ
る
対
応
、
専
用
の
窓
口
を
含
む
。

以
下
、
「
社
内
苦
情
処
理
制
度
」
と
略
す
）

を
設
け
て
い
る
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
四
六
・

四
％
の
企
業
が
「
設
け
て
い
る
」
と
回
答
し

た
。
こ
れ
を
研
究
員
等
の
人
数
規
模
別
に
み

る
と
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
社
内
苦

情
処
理
制
度
を
設
け
て
い
る
と
す
る
割
合
が

高
い（
図
表
１５
）。 

　
最
近
五
年
間
に
お
い
て
、
実
際
の
発
明
等

に
係
る
対
価
の
額
を
め
ぐ
る
、
個
別
の
従
業
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員
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
の
有
無
に
つ
い
て

は
、
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は

五
・
二
五
％
（
二
三
社
）
だ
っ
た
。
こ
れ
を
、

社
内
苦
情
処
理
制
度
の
有
無
別
に
み
る
と
、

制
度
を
設
け
て
い
る
企
業
で
は
、
九
・
八
％

（
二
〇
社
）
が
実
際
の
発
明
等
に
係
る
対
価

の
額
で
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
と
し
て
い

る（
図
表
１６
）。 

 

　
　
　
　 

 

過
去
五
年
間
、
紛
争
は
三
％ 

 

最
近
五
年
間
に
お
い
て
、
実
際
の
発
明
等

に
係
る
対
価
の
額
を
め
ぐ
り
、
個
別
の
従
業

員
と
の
間
で
紛
争
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
る

か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
三
・
〇
％
（
一
三
社
）

の
企
業
が
紛
争
は
あ
っ
た
と
回
答
し
た
。
こ

れ
を
最
近
五
年
間
の
異
議
申
し
立
て
の
有
無

別
に
み
る
と
、
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
と

す
る
企
業
（
二
三
社
）
で
四
七
・
八
％
（
一

一
社
）
が
紛
争
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る（
図

表
１７
）。 

　
次
に
、
そ
の
際
の
紛
争
解
決
方
法
に
つ
い

て
は
、
「
紛
争
が
継
続
中
」
と
す
る
企
業
が

四
九
・
二
％（
六
社
）と
も
っ
と
も
多
く
、
次

い
で
「
本
人
と
の
話
合
い
で
解
決
」
が
三
八
・

五
％（
五
社
）、「
解
決
し
な
か
っ
た（
従
業
員

が
離
職
し
た
）」
が
七
・
七
％（
一
社
）、
裁

判
所
で
解
決
が
七
・
七
％（
一
社
）、
「
社
内

の
苦
情
処
理
機
関
で
解
決
」
が
七
・
七
％（
一

社
）な
ど
と
な
っ
て
い
る
。 

 
〔
注
〕 

１
．
平
成
一
四
年
度
実
施
の
前
回
調
査
「
従

業
員
の
発
明
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
」

（http://w
w
w
.jil.go.jp/press/rodo_ 

kansuru/020918.htm
l

）は
、
上
場
企
業
と
店
頭

登
録
企
業
合
わ
せ
て
三
五
九
一
社
に
調
査
を
実
施

し
、
二
四
〇
社
か
ら
回
答
を
得
た
。
調
査
の
実
施

期
間
は
、
〇
二
年
八
月
一
日
〜
八
月
二
三
日
。
調

査
方
法
と
し
て
は
、
対
象
企
業
に
調
査
依
頼
状
を

郵
送
し
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
に
構
築
し
た
調
査
シ
ス
テ
ム

を
通
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
回
答
方
式
を
と
っ

た
。 

２
．
「
予
約
承
継
」
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
従
業
者
の

職
務
発
明
に
関
す
る
権
利
を
会
社
が
譲
り
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
決
め
て
お
く
こ
と
。 

３
．
山
本
（
二
〇
〇
五
）、
土
田
（
二
〇
〇
五
ａ
）、

特
許
庁
（
二
〇
〇
五
）
一
三
八
頁
を
参
照 

４
．
オ
リ
ン
パ
ス
光
学
工
業
事
件
最
判
（
平
成
一

五
・
四
・
二
二
）
は
、
職
務
発
明
に
つ
い
て
特
許
を

受
け
る
権
利
を
使
用
者
等
に
承
継
さ
せ
た
従
業
者
等
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が
特
許
法
三
五
条
三
項
及
び
四
項
の
規
定
に
従
っ
た

定
め
ら
れ
る
相
当
の
対
価
の
額
に
満
た
な
い
場
合

に
、
「
同
条
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
不
足

す
る
額
に
相
当
す
る
対
価
の
支
払
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
の
判

断
を
示
し
て
い
る
。
同
判
決
及
び
同
高
裁
判
決
に

つ
い
て
は
、
山
本
（
二
〇
〇
五
）
を
参
照
。 

５
．
特
許
庁
（
二
〇
〇
五
）
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
参

照
。 

６
．
特
許
制
度
小
委
員
会
（
二
〇
〇
三
）
参
照
。 

７
．
特
許
庁
（
二
〇
〇
五
）
一
四
八
〜
一
四
九
頁
。 

８
．
特
許
庁
（
二
〇
〇
五
）
一
四
八
〜
一
四
九
頁
、

土
田
（
二
〇
〇
五
ｂ
）
九
八
頁
な
ど
参
照
。
土
田

教
授
は
、
改
正
特
許
法
は
、
「
発
明
の
対
価
の
決

定
を
使
用
者
・
従
業
者
間
の
協
議
・
交
渉
に
委
ね

つ
つ
、
両
者
間
の
交
渉
力
・
情
報
格
差
を
考
慮
す

る
規
制
を
設
け
、
当
事
者
間
の
実
質
的
交
渉
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
法
制
度
に
変
身
し
た
」
と
し
、
こ
れ

を
「
『
量
的
規
制
モ
デ
ル
』
か
ら
『
交
渉
促
進
規

範
』
へ
の
変
身
で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。 

９
．
こ
れ
ら
の
手
続
き
は
義
務
と
し
て
課
さ
れ
て
い

る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
四
項
の

手
続
重
視
の
審
査
に
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
、
新
五

項
に
あ
る
裁
判
所
に
よ
る
実
体
的
審
査
に
服
す
る

こ
と
に
な
る
。
田
村
（
二
〇
〇
五
）
は
、
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
情
報
の
開
示
の
た
め

に
使
用
者
に
対
し
て
相
当
の
対
価
の
額
の
制
定
を

促
す
と
こ
ろ
に
三
五
条
五
項
の
本
旨
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
規
定
を
定
め
な
か
っ
た
の

で
あ
れ
ば
、
多
少
な
り
と
も
使
用
者
に
不
利
に
働

く
よ
う
な
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー

ル
ズ
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
」
。
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
と
は
、

契
約
当
事
者
（
と
く
に
情
報
を
有
す
る
当
事
者
）

が
望
ま
な
い
法
的
帰
結
を
も
た
ら
す
任
意
規
定
の

こ
と
。
こ
の
よ
う
な
任
意
規
定
を
据
え
る
こ
と
に

よ
り
、
当
事
者
が
反
対
の
約
定
を
行
う
際
に
私
的

な
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
で
、
効
率
性
が
改
善
さ

れ
る
と
さ
れ
る
（
詳
し
く
は
田
中
（
二
〇
〇
〇
）、

藤
田
（
一
九
九
六
）、
樋
口
（
一
九
九
九
）
参
照
）。

な
お
、
労
働
契
約
法
制
に
つ
い
て
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・

デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
ズ
な
ど
を
踏
ま
え
検
討
し

た
も
の
と
し
て
、
荻
野
（
二
〇
〇
六
）
が
示
唆
深

い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
）
。 

１０
．
今
回
の
調
査
で
は
、
「
貴
社
で
直
接
Ｒ
＆
Ｄ
活

動
に
従
事
し
て
い
る
従
業
員
（
研
究
員
等
）
数
」

を
尋
ね
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
、
「
研
究

員
等
」
と
は
職
務
発
明
に
従
事
す
る
従
業
員
す
べ

て
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
。 

１１
．
こ
こ
で
の
報
奨
金
と
は
、
報
償
金
、
補
償
金
、

表
彰
金
、
褒
賞
金
な
ど
、
企
業
に
よ
り
別
の
名
称

に
な
っ
て
い
る
も
の
を
含
む
。 

１２
．
こ
こ
で
の
特
許
等
と
は
、
特
許（
権
）、
実
用
新

案（
権
）、
意
匠（
権
）、
登
録
品
種（
の
育
成
者
権
）

の
こ
と
（
以
下
同
じ
）。 

１３
．
詳
し
く
は
、
土
田
（
二
〇
〇
五
ａ
）
一
九
二
頁

参
照
。
な
お
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
リ
ス
ク
の
面

か
ら
報
奨
金
の
高
額
化
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、

職
務
発
明
の
宝
く
じ
型
報
酬
制
度
に
つ
い
て
解
説

し
て
い
る
大
竹
（
二
〇
〇
五
）
一
〇
八
〜
一
一
五

頁
も
参
照
。 

１４
．
特
許
庁
（
二
〇
〇
五
）
一
五
四
〜
一
五
五
頁
。

な
お
、
事
例
集
一
〇
頁
に
あ
る
よ
う
に
、
対
価
を

決
定
す
る
た
め
の
基
準
は
常
に
策
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
が
い
る
。

例
え
ば
、
「
職
務
発
明
が
行
わ
れ
る
頻
度
が
少
な

い
等
の
理
由
に
よ
り
、
職
務
発
明
に
係
る
権
利
の

予
約
承
継
や
対
価
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
を
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
な
く
、
職
務
発
明
が
行
わ

れ
る
た
び
に
、
権
利
の
承
継
や
そ
の
対
価
を
使
用

者
等
と
発
明
者
で
あ
る
従
業
者
等
と
の
間
の
契
約

で
取
り
決
め
る
方
が
望
ま
し
い
こ
と
も
あ
る
」
と

し
て
い
る
。 

１５
．
事
例
集
一
三
頁
に
よ
れ
ば
、
「
社
内
イ
ン
ト
ラ

ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
や
電
子
会
議
等
を
通
じ
て
集
団

的
に
話
合
い
を
す
る
場
合
な
ど
も
『
協
議
』
に
該

当
す
る
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
特
許
庁
（
二
〇

〇
五
）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
考
慮
要
素
と
し
て
い

る
の
は
、
協
議
の
有
無
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
「
協

議
の
状
況
」
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
、
そ
の
『
状

況
』
の
評
価
は
、
協
議
が
な
さ
れ
た
か
否
か
、
又

は
合
意
が
な
さ
れ
た
か
否
か
、
と
い
っ
た
二
者
択

一
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
誠

実
か
つ
実
質
的
な
協
議
を
通
じ
て
、
従
業
者
の
納

得
の
程
度
が
高
ま
れ
ば
従
業
者
等
と
使
用
者
等
と

の
間
の
格
差
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
、

私
的
自
治
に
ゆ
だ
ね
る
た
め
の
前
提
が
確
保
さ
れ

る
た
め
、
最
終
的
に
『
合
意
』
の
域
に
達
す
る
話

し
合
い
が
行
わ
れ
れ
ば
、
『
協
議
の
状
況
』
と
し

て
は
不
合
理
性
を
否
定
す
る
高
い
評
価
が
与
え
ら

れ
る
」
と
し
て
い
る
。 

１６
．
こ
れ
は
、
基
準
策
定
後
に
入
社
し
た
発
明
従
業

者
ご
と
に
毎
年
協
議
を
求
め
る
こ
と
は
企
業
実

務
上
、
負
荷
が
高
い
と
の
判
断
に
よ
る
た
め
と

思
わ
れ
る
が
、
土
田
（
二
〇
〇
五
ａ
）
一
八
八

〜
一
八
九
頁
は
、
基
準
策
定
後
に
入
社
し
た
従

業
者
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
発
明
対
価
の
決
定

に
関
す
る
意
見
聴
取
が
特
に
重
要
な
意
味
を
も

つ
と
解
す
べ
き
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。 
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